
 

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会則 
 

（名 称） 
第１条 この会は、静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会（以下、「協議会」と言
う。）と称する。 

２ 本会則における「スポーツ産業」とは、スポーツに関係する様々な需要に対して
経済的な活動を行う産業の総称とする。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、静岡県東部地域において、スポーツ産業の振興に向けた様々な事
業に取り組むことで、スポーツに関する新産業の創出を図り、もって地域産業の活
性化や地域経済の発展に寄与することを目的とする。 

 
（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 会員主催のスポーツイベントやスポーツ関連施設などの情報発信事業 
(2) 会員の知識習得、連携、交流に関する事業 
(3) 会員の部会活動を通じたスポーツ産業関連事業の支援に関する事業 
(4) スポーツ合宿等の相談・調整事業 
(5) スポーツイベントの企画事業 
(6) その他、協議会の目的達成のために必要な事業 

 
（組 織） 

第４条 協議会は、本会の目的に賛同する関係団体、企業、行政機関及び本会の発展
のため会長が必要と認めた者をもって組織する。 

 
（会員の種別） 

第５条 会員の種別は、法人会員、個人会員、特別会員及び賛助会員とする。 

２ 法人会員は、協議会の目的に賛同して入会した企業（事業を営む個人を含む）及
び団体とする。 

３ 個人会員は、協議会の目的に賛同して入会した個人とする。 

４ 特別会員及び賛助会員は、協議会の目的に賛同して入会した地方公共団体、産業
支援団体とする。 

 

（役 員） 
第６条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 理事 ８名以上 
(2) 監事 ２名以上 

２ 理事のうち、1 名を会長とし、６名以内の副会長及び 1 名の専務理事を置く。 

３ 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。専務理事は、理
事のうちから会長が委嘱する。 

４ 役員は、総会又は理事会において法人会員、個人会員、特別会員のうちから選任
する。 

５ 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

６ 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。 

７ 役員は無報酬とする。 
 
（役員の職務） 



 

第７条 会長は、協議会を代表し、その業務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会
長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３ 専務理事は、会長、副会長を補佐し、協議会の業務の執行を統括する。 

４ 理事は、理事会を構成し、本会則及び総会又は理事会の議決に基づいて、協議会
の業務を執行する。 

５ 監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

（顧 問） 
第８条 協議会に顧問をおくことができる。 
２ 顧問は、理事会の推薦を受け会長が委嘱する。 

３ 顧問は、本協議会の運営に関して助言することができる。 
４ 顧問は、無報酬とする。 
 
（部 会） 

第９条 協議会の目的に沿った事業を企画・運営するため、部会を置くことができる。 
２ 部会の設置は、理事会の承認を経て総会で議決する。 
３ 部会の運営は、部会で定める。 
４ 部会の活動状況は、理事会に報告する。 
 
（会 議） 
第 10条 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集し、その議長は会長があたる。 
 

（会議の議事） 
第 11 条 総会は、法人会員、個人会員、特別会員の総数の過半数の出席があったと
きに成立する。 

２ 総会の議事は、法人会員、個人会員、特別会員の出席者の過半数で決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。 

 
（会則の変更） 

第 12条 本会則は、総会において法人会員、個人会員、特別会員の総数の過半数の
同意がなければ変更することができない。 

 
（経 費） 
第 13条  協議会の経費は、会費、負担金その他の収入をもってあてる。 
２ 会費に関する規程は、総会の議決を経て会長が定める。 

 
（会計年度） 

第 14条  本会の会計年度は、毎年４月 1日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
（事務局） 
第 15条 この協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 
 
（雑 則） 

第 16条  本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 
 

附 則 



 

本会則は、協議会の設立の日（平成 26年 1月 30日）から施行する。  

 

本会則は、平成２８年４月２７日から改正施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 入会申込書 

 

 

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 行  

 

貴会の趣旨に賛同し、会員として入会を申し込みます。 

 

法人・団体名  

代表者役職・氏名                         印 

所在地 

〒 

 

 

電話  

ＦＡＸ  

代表者連絡 Ｅメール  

担当者所属・氏名  

担当者 Ｅメール  

自社ホームページ 

ＵＲＬアドレス 
 

申込口数                        口 

 

               



 

平成  年  月  日 

 

 

 

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 退会届 

 

 

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 行  

 

 

以下理由により、退会します。 

 

法人・団体名  

代表者役職・氏名                        

                        印 

所在地 〒 

 

 

電話  

ＦＡＸ  

担当者所属・氏名  

退会理由  

 

 

 

 

 



 

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 会費規程 

 

（目的） 

第１条 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会則第 13条第２項の規定に基づき、

協議会の会費に関し必要な事項を定める。 

 

（会費） 

第２条 法人会員及び個人会員の会費は、口数制とし、次のとおりとする。 

（１）法人会員のうち、大企業      １口３万円で２口以上 

（２）法人会員のうち、中小企業（※１） １口３万円で１口以上 

（３）法人会員のうち、中小企業で、創業後５年以内の者（※２） 

１口１万２千円で１口以上 

（４）個人会員             １口１万２千円で１口以上 

（５）特別会員の会費は、当該団体の長と会長が協議して決めるものとする。 

（６）賛助会員は会費を免除する。 

 

※１ 中小企業基本法（昭和 38年 07月 20日 法律第 154号）第２条第１項に規定

する中小企業者とする。 

※２ 創業後の年数は、毎年４月１日時点で判断する。 

２ 会費の年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

３ 入会初年度 10月以降の入会については、第１項に規定する額の半額とする。 

 

（会費の納入） 

第３条 会費は、毎年５月末までに会長が指定する口座に全納しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、正当な理由がある場合には、会員の申し出により、年会

費の分納を認めることができる。 

３ 入会にあたっては、会費を前納するものとする。 

４ 正当な理由なく会費を納入せず、督促後なお年会費を１年以上納入しないときは、

会員の資格を喪失する。 

 

（会費の返還） 

第４条 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 

 

 

附 則 

この規程は、協議会の設立の日（平成 26年１月 30日）から施行する。 

 

 

 

 


